
学校法人 鎌倉女子大学 『役員等報酬規程』 

 

（目的） 

第１条 本規程は、学校法人鎌倉女子大学『寄附行為』第 40 条の規定に基づき、役員等の報酬等について

必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（役員報酬額） 

第２条 役員報酬の明細は、別表１「月額役員報酬表」の定めるところとし、支給の基準は次の各号の通

りとする。 

（1） 理事長  ９号乃至20号 

（2） 常務理事 ３号乃至11号 

（3） 理事   １号乃至９号 

（4） 監事   １号乃至７号 

２ 役員報酬は、法人の財務状況、社会的経済状況及び当該役員の担当業務内容等を十分に勘案して、年

度ごとに理事長が見直しを図るものとする。 

３ 賞与の支給については、法人の財務状況を考慮してその都度理事長が決定する。 

４ 賞与を支給する場合は、原則として夏季賞与、冬季賞与、年度末賞与とし、それぞれ６月１日、12 月

１日、３月１日に在職する役員を対象とする。 

５ 賞与を支給する場合の支給額は月額報酬額に支給月数を乗じた額とし、支給月数はその都度理事長が

決定する職員に対する支給月数に 0.5 を乗じた月数とする。 

 

（支給日・支給方法） 

第３条 役員報酬は、毎月25日に支給する。但し、支給日が休日等に該当する場合には、その前日に繰り

上げて支給する。 

２ 法人の職員を兼務している役員は、給与に加算して支給する。 

３ 賞与を支給する場合の支給日は、その都度理事長が決定する。 

４ 役員報酬及び賞与は、現金により本人に支給する。但し、本人の同意を得れば、本人の指定する本人

名義の金融機関の口座に振込むことができる。 

５ 新たに役員に就任した者には、その日から役員報酬を支給する。 

６ 役員が退任し、又は解任された場合は、前日までの役員報酬を支給する。 

７ 月の中途における就任、退任又は解任の場合の役員報酬額については、その月の総日数から休日の日

数を差引いた日数を基礎として日割りによって計算する。 

８ 本規程により、計算金額に１円未満の端数が生じたときは、その端数が 50 銭未満であるときは、これ

を切捨て、その端数が 50 銭以上であるときは、これを１円に切上げるものとする。 

 

（評議員報酬額及び支給方法） 

第４条 評議員報酬額は、評議員会及び理事・評議員選任機関出席毎に 10,000 円とし、交通費と合わせ、

会議当日に支給する。 

２ 前項に定める会議出席に係る交通費については、実費を支給する。 

 

（退職金） 

第５条 役員等が退任した場合には、退職金を支給しない。 

 

（旅費） 

第６条 役員等が職務執行のため出張した場合は、別表２「役員等旅費支給基準」に基づいて旅費を支給



する。 

２ 役員等が職務執行に当たって旅費以外の費用を要する場合は、別途当該費用を実費支給する。 

 

（補足） 

第７条 本規程の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の議決を経て別に定める。 

（改廃） 

 

第８条 本規程の改廃は、評議員会の意見を聴いた上で、理事会の議決を経て理事長が行う。 

 

 

 

   附 則 

  昭和59年４月１日から制定し、施行する。 

２ 昭和60年４月１日から改定し、施行する。 

３ 昭和61年４月１日から改定し、施行する。 

４ 昭和62年４月１日から改定し、施行する。 

５ 昭和63年４月１日から改定し、施行する。 

６ 平成元年４月１日から改定し、施行する。 

７ 平成２年４月１日から改定し、施行する。 

８ 平成３年４月１日から改定し、施行する。 

９ 平成４年４月１日から改定し、施行する。 

10 平成５年４月１日から改定し、施行する。 

11 平成６年４月１日から改定し、施行する。 

12 平成７年４月１日から改定し、施行する。 

13 平成８年４月１日から改定し、施行する。 

14 平成９年４月１日から改定し、施行する。 

15 平成10年４月１日から改定し、施行する。 

16 平成11年４月１日から改定し、施行する。 

17 平成12年４月１日から改定し、施行する。 

18 平成13年４月１日から改定し、施行する。 

19 平成15年４月１日から改定し、施行する。 

20 平成17年４月１日から改定し、施行する。 

21 平成28年４月１日から改定し、施行する。 

22 令和２年４月１日から改定し、施行する。 

23 令和７年４月１日から改定し、施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別表１ 月額役員報酬表             別表２ 役員等旅費支給基準 

 

 

 
号 月額役員報酬 （円） 

１ １００，０００ 

２ １５０，０００ 

３ ２００，０００ 

４ ２５０，０００ 

５ ３００，０００ 

６ ３５０，０００ 

７ ４００，０００ 

８ ４５０，０００ 

９ ５００，０００ 

10 ５５０，０００ 

11 ６００，０００ 

12 ６５０，０００ 

13 ７００，０００ 

14 ７５０，０００ 

15 ８００，０００ 

16 ８５０，０００ 

17 ９００，０００ 

18 ９５０，０００ 

19 １，０００，０００ 

20 １，５００，０００ 

旅費の区分 旅費支給額 

鉄道運賃 
旅客運賃 

グリーン料金 

特別急行料金 

船舶運賃 特等料金 

航空運賃 実費 

自動車運賃 実費 

宿泊料 
15,000 円 

(1 泊当たり) 

日当 
片道距離 100㎞以上 

     200㎞以上 

     300㎞以上 

1,000 円 

2,000 円 

3,000 円 


